
棟№ Jｺｰﾄﾞ

受付印

令和 年 月 日

　三　田　市　長　　宛

－ －

年 月 日

※下記の太線内は三田市記入

今後、この土地に建物を
建築する予定の有無

ある・ない 備考

確認処

理

欄

受付 処理

／ ／

ご確認事項

・固定資産税は、その年の１月１日現在の状況により課税されることから、家屋の滅失を確認した翌年度
　又は翌々年度からの減額となります。
・家屋の滅失によって土地の利用状況に変更が生じた場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置がな
　くなることがあります。
・この申請は法務局への申請となりませんので、登記している家屋については必ず滅失登記をしてくださ
　い。

／

所有者との関係 本人・配偶者・子・その他（　　　）

構造

(㎡)

(㎡)

(㎡)

受付方法

窓口　・　郵送　・　電話　・　調査　・　HP

〇下記のとおり、家屋の滅失を申請します。

家屋情報

所在地

所有者氏名

  三田市

種類 床面積 階層数

家屋滅失申請書

申請者

電 話

氏 名

住 所

フリガナ

※昨年以前に家屋の取り壊しをされている場合には、取
り壊し完了日の分かる資料が別途必要です。（今年に取
り壊した場合は不要です。）

取り壊し年月日

３件目

１件目

２件目


